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１ はじめに 

 熊本県玉名市は、熊本県北西部にあって、熊本県北地域の拠点都市として福岡及び熊本の都市圏の

中間に位置しております。市内を国道２０８号が貫き、九州新幹線新玉名駅、ＪＲ鹿児島本線玉名駅など

があり、また九州自動車道菊水インターチェンジ及び南関インターチェンジや有明フェリーにも近く、交通

の便に恵まれています。  

民間事業者が事業主体であります『玉名三ツ川産業団地』は、全国的にも例が少ない民間活力を導

入した官民連携による産業団地として整備中で、市北部の内陸部の高台に位置し、災害リスクが少ない

立地環境にあります。県道玉名八女線に隣接、国道２０８号（玉名バイパス）まで３.５ｋｍ、九州自動車道

菊水インターチェンジまで約９.４ｋｍ、南関インターチェンジまで約１４ｋｍ、また九州新幹線新玉名駅まで

は約４ｋｍと、良好な交通アクセスを誇っており、全９区画を整備予定で、２０２３年（令和５年）夏から分譲

開始の予定で開発が進んでおります。 

 玉名市では、『玉名三ツ川産業団地』への企業誘致を進めており、進出を希望する企業を募集します。

玉名市としましては、立地企業の皆様に対しまして、用地取得価格の３０％（条件によっては最大５０％・

限度額２億円）を交付する用地取得奨励金をはじめ、設置奨励金、雇用奨励金、大型企業誘致促進奨

励金などの各種企業立地優遇制度を準備し、企業の皆様の進出をサポートしてまいります。 
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２ 玉名三ツ川産業団地の概要 

事業主体 民間（有限会社 信栄不動産） 

所在地 熊本県玉名市三ツ川地内 

開発面積 ２４６，９３９㎡ 

分譲面積 １５６，００３㎡  （１工区 ４５，５２３㎡、 ２工区 ２３，３８２㎡、 ３工区 ８７，０９８㎡） 

分譲区画 全９区画 （１工区 ２区画、 ２工区 １区画、 ３工区 ６区画） 

分譲時期 （１工区）令和５年８月～ （２工区）令和５年１２月～ （３工区）令和７年１月～ 

※造成工事進捗状況で変更有 

道路幅員 ９ｍ 

用途地域 都市計画区域外 

建築基準 建ぺい率 ７０％ ・ 容積率 ２００％ 

地質  花崗岩 

地耐力 Ｎ値３０  深度－ １５ｍ 

用水 上水道（加入者分担金あり）、地下水（利用可） 

排水 企業で個別処理し調整池を経由後、河川に放流 

電力 高圧（６ｋｖ）隣接、 特別高圧は要相談 

ガス プロパンガス 

通信回線 光回線可 

交通アクセス 県道玉名八女線隣接、 国道２０８号（玉名バイパス）まで３．５ｋｍ 

九州自動車道菊水ＩＣまで９．４ｋｍ、 南関ＩＣまで１４ｋｍ 

九州新幹線新玉名駅まで４ｋｍ 

３ 分譲価格 

（１） 分譲区画 

区分 
区画 

番号 
分譲面積   Ａ 

分譲単価 Ｂ 

（坪単価） 

分譲区画価格 

Ａ×Ｂ 

分譲予約 

状況 

１ 

工区 

１ ３６,８８３．００㎡ （１１,１５７．１０坪） ４７,０００円 ５２４,３８３,０００円 分譲済 

２ ８,６３９．９６㎡ （２,６１３．５８坪） ４０,０００円 １０４,５４３,０００円 分譲済 

３工区 ３ ８,９１１．６９㎡ （２,６９５．７８坪） ３９,０００円 １０５,１３５,０００円 分譲済 

２工区 ４－１ ２３,３８２．１３㎡ （７,０７３．０９坪） ４８,０００円 ３３９,５０８,０００円 分譲済 

３ 

工 

区 

４－２ ２７,５０１．３３㎡ （８,３１９．１５坪） ４９,０００円 ４０７,６３８,０００円 分譲済 

５－１ １４,６２４．１１㎡ （４,４２３．７９坪） ４３,０００円 １９０,２２２,０００円 受付中 

５－２ ８,２５９．３６㎡ （２,４９８．４５坪） ４３,０００円 １０７,４３３,０００円 受付中 

６－１ ９,４６３．１０㎡ （２,８６２．５８坪） ４２,０００円 １２０,２２８,０００円 受付中 

６－２ １８,３３８．５５㎡ （５,５４７．４１坪） ４３,０００円 ２３８,５３８,０００円 受付中 
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 ※各区画の面積につきましては、造成完了後の確定測量により変更となる場合があります。 

（２）立地企業共同所有緑地 

 ２,０００円/坪×立地企業共同所有緑地の持分取得面積 

区画 

番号 

共有残地森林

等緑地面積 Ⅽ 

持分（分譲面積÷総分譲面積） 

Ⅾ 

持分取得面積 

（Ⅽ×Ⅾ）  Ｅ 

単価（坪） 

Ｆ 

取得（購入）金額 

Ｅ×Ｆ 

1 41,786.60 ㎡ 36,883.00 ㎡/156,003.23 ㎡ 9,879.38 ㎡ (2,988.35 坪） 2,000 円 5,976,000 円 

２ 41,786.60 ㎡ 8,639.96 ㎡/156,003.23 ㎡ 2,314.28 ㎡ (700.04 坪) 2,000 円 1,400,000 円 

３ 41,786.60 ㎡ 8,911.69 ㎡/156,003.23 ㎡ 2,387.06 ㎡ （722.06 坪） 2,000 円 1,444,000 円 

４－１ 41,786.60 ㎡ 23,382.13 ㎡/156,003.23 ㎡ 6,263.07 ㎡ (1,894.51 坪) 2,000 円 3,789,000 円 

４－２ 41,786.60 ㎡ 27,501.33 ㎡/156,003.23 ㎡ 7,366.43 ㎡ (2,228.27 坪) 2,000 円 4,456,000 円 

５－１ 41,786.60 ㎡ 14,624.11 ㎡/156,003.23 ㎡ 3,917.17 ㎡ (1,184.90 坪) 2,000 円 2,369,000 円 

５－２ 41,786.60 ㎡ 8,259.36 ㎡/156,003.23 ㎡ 2,212.33 ㎡ (669.21 坪) 2,000 円 1,339,000 円 

６－１ 41,786.60 ㎡ 9,463.10 ㎡/156,003.23 ㎡ 2,534.76 ㎡ (766.74 坪) 2,000 円 1,533,000 円 

６－２ 41,786.60 ㎡ 18,338.55 ㎡/156,003.23 ㎡ 4,912.11 ㎡ (1,485.86 坪) 2,000 円 2,972,000 円 

※持分取得面積につきましては、共有残地森林等緑地面積の造成完了後の確定測量により変更とな

る場合があります。 

※立地企業共同所有緑地とは・・・・・ 

産業団地の外周に配置されている残地森林緑地及び産業団地内の緑地広場につきましては、団地

に立地する企業による共同所有及び共同管理となります（立地企業共同所有緑地）。その持分面積に

つきましては、分譲区画を所有する区画面積で按分し、分譲区画と合わせて購入していただきます。 

 

 

≪分譲合計金額≫ 

区分 区画番号 
分譲合計金額 

【（１）分譲区画価格＋（２）立地企業共同所有緑地分】 

１工区 
１ ５３０，３５９，０００円 

２ １０５，９４３，０００円 

３工区 ３ １０６，５７９，０００円 

２工区 ４－１ ３４３，２９７，０００円 

３工区 

４－２ ４１２，０９４，０００円 

５－１ １９２，５９１，０００円 

５－２ １０８，７７２，０００円 

６－１ １２１，７６１，０００円 

６－２ ２４１，５１０，０００円 
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４ 分譲対象企業 

 分譲の対象となる企業は、産業振興及び雇用創出、雇用拡大に貢献する企業で、玉名市企業立地

促進条例（以下「条例」という。）又は玉名市地場企業支援奨励金交付要綱（以下「要綱」という。）におい

て玉名市が適用事業所等（条例又は要綱の適用を受ける対象事業所等をいう。）として指定することがで

きる企業とします。ただし、２０２２年（令和４年）４月から５年間は、製造業を優先対象企業とします（開発

事業者の裁量によるものを除きます）。 

５ 留意事項 

（１）玉名市との協定締結日から１０年間は適用事業所等の用途に供することとします。ただし、諸般の

事情により、開発事業者及び玉名市の承認を受けた場合は、この限りではありません。 

（２）玉名市との協定締結日から５年以内に適用事業所等としての計画事業を完了する必要があります。 

（３）玉名市との協定締結日から１０年間は、その所有権を第三者に譲渡や貸し付けることを禁止します。

ただし、開発事業者及び玉名市の承認を受けた場合は、この限りではありません。 

（４）玉名市との協定締結日から３年以内に、工場等の建設工事に着手することとします。 

 （５）立地企業は、立地企業共同所有緑地の維持管理を目的とした組織（管理組合等予定）に加入す

る必要があります。 

６ 分譲申込方法 

（１）玉名三ツ川産業団地の分譲を希望する場合は、正式な分譲申し込みの前に、まず玉名三ツ川産

業団地分譲事前申込書≪別記様式【１】≫を申込受付場所（窓口）に持参又は郵送にて提出して

ください。その後、玉名市からの指示に基づき、正式な分譲申し込みとして次の①から⑩の書類を

提出していただきます。 

①玉名三ツ川産業団地分譲申込書≪別記様式【２】≫ 

②企業概要書（様式第１） 

③事業計画概要書（様式第２） 

④定款又は規約 

⑤法人登記簿謄本（登記事項全部証明書） 

⑥直近１年間の納税証明書（国税、県税、市税について滞納のない証明書等） 

⑦直近３期分の決算関係書類（貸借対照表、損益計算書） 

⑧工場等配置計画書（工場等建物等を示す概略図） 

⑨会社概要（会社案内・パンフレット等） 

⑩その他開発事業者又は玉名市が必要と認める書類 

※上記の「②企業概要書（様式第１）」及び「③事業計画概要書（様式第２）」につきましては、分譲

予定企業に決定した場合、玉名市との立地協定締結時の資料として活用させていただきます。 

（２）提出部数  正本１部、 副本（写し）1 部 ※事前申込書を含む 

※提出いただいた書類は返却しませんので、あらかじめご了承ください。 

（３）申込受付期間  随時 

受付時間は午前９時から午後５時まで（土日祝日を除く）。なお、郵送の場合は書留郵便、配達証
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明郵便その他これに準じる方法とします。 

（4）申込受付場所（窓口）及びお問い合わせ先 

玉名市産業経済部 商工政策課 企業立地推進室 

〒８６５－００２５ 熊本県玉名市高瀬２９０－１ 玉名商工会館２階 

     ＴＥＬ ０９６８－７１－２０６５ 

    ＦＡＸ ０９６８－７３－２２２０ 

    E－mail  shoko@city.tamana.lg.jp 

７ 分譲予定企業の決定 

分譲については、玉名三ツ川産業団地分譲申込書受付後、下記の≪選定ポイント≫を考慮し、開発

事業者と玉名市が協議したのち、開発事業者において分譲予定企業を決定します。なお、分譲申込企

業には、分譲の決定の可否についての通知書を送付します。 

※協議の結果次第では、開発事業者の裁量において、分譲予定企業に選定しない場合があります。 

※協議・選定の経過等に関する問い合わせ及び異議等には一切応じられません。 

≪選定ポイント≫ 

（１）市内産業振興、地域振興への貢献 

（２）雇用の創出、拡大 

（３）企業の安定性、成長性 

（４）事業計画の実現性 

（５）周辺の景観、環境への配慮 

８ 土地売買事前打合せ 

 分譲予定企業は、分譲予定企業の決定通知があった後に、開発事業者と土地売買の事前打合せをす

るものとします。 

９ 分譲予定企業の決定の取消し 

 開発事業者は、次に掲げる行為があったときは、玉名市と協議して分譲予定企業の決定を取り消すこと

ができるものとします。 

（１）申込書類に虚偽の記載があったとき。 

（２）社会的な信用を著しく失墜させる行為があったとき。 

（３）その他開発事業者及び玉名市が取り消すことを必要と認めたとき。 

１０ 分譲の辞退 

 分譲予定企業が分譲を辞退する時は、開発事業者及び玉名市に対して書面にて申し出るものとします。

この場合、分譲予定企業は支払った手付金の還付を受けることはできません。 

１１ 分譲開始の予定時期 

 分譲開始は、１工区の区画が令和５年８月以降、２工区の区画が令和５年１２月以降、３工区の区画が

令和７年１月以降、の予定です。ただし、産業団地造成工事の進捗状況によって、分譲時期が変更とな

る場合があります。 

１２ 土地売買契約の締結 

 分譲予定企業は、土地売買事前打合せ後に開発事業者と土地売買契約を締結し、土地売買代金の

mailto:shoko@city.tamana.lg.jp
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５％の手付金を開発事業者が定める期日までに納入するものとします。 

 

１３ 所有権移転登記及び土地の引渡し 

 分譲予定企業は、造成工事が完了し確定測量後に、残りの土地売買代金を開発事業者に納入するも

のとします。土地売買金額が完納され、所有権移転登記完了後速やかに土地の引渡しを行うものとしま

す。なお、所有権移転登記については、開発事業者が手続きを行いますが、登記に要する諸経費は分譲

予定企業の負担とします。 

１４ 立地協定の締結及び指定申請書の提出 

 分譲予定企業は、土地の引渡し後に、条例又は要綱に基づき玉名市と立地協定を締結するとともに玉

名市に指定申請書を提出するものとします。 

 

 

★玉名三ツ川産業団地分譲スキーム 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

分譲事前申込書及び分譲申込書の提出 

 

開発事業者と玉名市との協議 

 

 

 

開発乗車と単玉名市との協議 

 

 

 

分譲予定企業の決定 

 

土地売買事前打合せ 

 

土地売買代金の残金を納入 

 

所有権移転登記・土地の引渡し 

 

立地協定締結・指定申請書提出 

定書締結 

造成工事完了・確定測量 

土地売買契約の締結・手付金の納入 
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★玉名市の優遇制度 

≪玉名市企業立地促進条例≫ 

対象施設 
①製造業施設  ②情報サービス施設  ③運送業等施設  ④試験研究施設 

⑤宿泊業施設  ⑥公衆浴場施設  ⑦研修施設  ⑧コールセンター施設  ⑨観光施設 

対象要件 

【 】は、対象

施設②④⑧

の場合 

◎新設 

 ・投下固定資産総額（土地を除く）が 5,000 万円以上【1,000 万円】 

 ・新規雇用従業員数が 5人以上【3人以上】 

 ・新設工事等着手前に玉名市と立地協定を締結し、締結後 5年以内に計画を完了 

◎増設 

 ・投下固定資産総額（土地を除く）が 2,000 万円以上【500 万円】 

 ・新規雇用従業員数が 3人以上【1人以上】 

 ・増設工事等着手前に玉名市と立地協定を締結し、締結後 3年以内に計画を完了 

◎移設 

 ・投下固定資産総額（土地を除く）が 5,000 万円以上【1,000 万円】 

 ・移設前の従業員数以上を維持 

 ・移設工事等着手前に玉名市と立地協定を締結し、締結後 5年以内に計画を完了 

優遇措置 

◆固定資産税の課税免除 

 熊本県の承認を受けた地域経済牽引計画に基づく事業所の新設等で、当該新設等に係る固定資産総額

（土地を除く）が 2 億円超（農林漁業関連業種は 5,000 万円超）の場合、3年間固定資産税の課税免除 

◆設置奨励金 

 各年度の固定資産税額に次の率を乗じた額を、奨励金として交付 

区分 初年度 2 年度 3 年度 

新設又は移設 100/100 80/100 60/100 

増設 50/100 40/100 30/100 

※限度額なしで、当該新設等につき 1回限り 

※上記の固定資産税課税免除優遇措置を受けていない場合に限る 
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◆雇用奨励金 

 1 年以上常時雇用する市内居住新規雇用従業員数に次の区分ごとの額を乗じた額を、奨励金として交付 

区分 額 

正規従業員（新規雇用） 50 万円 

正規従業員（配置転換） 30 万円 

非正規従業員 10 万円 

※限度額なしで、当該新設等につき 1回限り 

※障がい者又は女性を雇用した場合は、上記の額にそれぞれ 10 万円を加算 

 

優遇措置 

◆用地取得奨励金 

 事業所等の新設等のために取得した土地価格の 30％（1,000 円未満切捨て）を、奨励金として交付 

※限度額 2億円で、当該新設等につき 1回限り 

※市が指定する条件に適合した場合は、上記の率を最大 50％に変更 

◆大型企業誘致促進奨励金 

投下固定資産総額（土地を除く）の 5％（1,000 円未満切捨て）を、奨励金として交付 

※限度額 5億円で、当該企業につき 1回限り 

※当該新設又は移設に係る事業所等が工場立地法における特定工場に該当する場合に限る 

※市が指定する条件に適合した場合は、上記の率を最大 30％に変更 

◆オフィス賃貸料補助金 

 賃貸借契約により新設又は移設した事業所等の賃貸料の50％（1,000円未満切捨て）を、3年間補助金と

して交付 

※各年度限度額 100 万円で、当該新設又は移設につき 1回限り 

※当該新設又は移設に係る事業所等が情報処理・提供サービス業又はコールセンター業に該当する場

合に限る 

◆通信回線使用料補助金 

 賃貸借契約により新設又は移設した事業所等において使用する通信回線使用料の50％（1,000円未満切

捨て）を、3年間補助金として交付 

※各年度限度額 100 万円で、当該新設又は移設につき 1回限り 

※当該新設又は移設に係る事業所等が情報処理・提供サービス業又はコールセンター業に該当する場

合に限る 

◆合併処理浄化槽設置補助金 

 公共下水道未整備地区に新設又は移設した事業所等において使用する合併処理浄化槽の設置費用の 3

分の 2（1,000 円未満切捨て）を、補助金として交付 

※限度額 1,000 万円で、当該新設又は移設につき 1回限り 

 ※お問い合わせ  玉名市 産業経済部 商工政策課企業立地推進室 
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             TEL ０９６８－７１－２０６５ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★熊本県の補助制度 

≪熊本県企業立地促進補助金≫ 

区分 
補助要件 補助金額（①+②） 

限度額 
投下固定資産額 新規雇用者 ①投下固定資産分 ②新規雇用分 

重点 5分野 

（セミコンダクト・モ

ビリティ・新エネル

ギー・食品バイオ

コンテンツ産業） 

3 億円以上 

（食品バイオ関連

は 1億円以上） 

5 人以上 

（投下固定資産額×３％～

5％）の額 

※投資、雇用要件により変動      

新規雇用者数（県

内居住者のみ）に

応じて 1 人当たり

50万円～70万円

を乗じた額 

（スモールスタート

研究開発業は 1

人当たり 50 万円） 

15 億円 

研究開発業 5,000 万円以上 3 人以上 

（投下固定資産額×5％～

10％）の額 

※投資、雇用要件により変動 

15 億円 

スモールスタート

研究開発業 
1,000 万円以上 3 人以上 

・投下固定資産額×10％ 

・事業年間賃借料の 1/2 
1 億円 

一般製造業 

(重点 5分野以外) 
3 億円以上 5 人以上 投下固定資産額×2％ 5 億円 

外資系企業 

(外資比率 50％超

の重点 5分野他) 

基準なし 基準なし 投下固定資産額×5％ 1.5 億円 

大規模投資企業 200 億円以上 200 人以上 

（投下固定資産額×8％～

15％）の額 

※雇用要件により変動 

50 億円 

物流施設 1 億円以上 5 人以上 投下固定資産額×3％ 1 億円 

 

≪熊本県産業支援サービス業等立地促進補助金≫ 



11 

 

区分 
補助要件 補助金額（①+②） 

限度額 
投下固定資産額 新規雇用者 ①投下固定資産分 ②新規雇用分 

・ＢＰＯセンター 

・コールセンター 

・インターネット付

随サービス業等 

基準なし 
10 人または

50人以上 

・投下固定資産額及び投下リ

ース資産額の合計×10％ 

・事業所年間賃借料の 1/2 

・専用通信回線年間使用料

の１/2 

新規雇用者数×

20万円 

（非正規社員は

10万円/人） 

5 億円 

※補助期間等の規定あり      

※お問い合わせ  熊本県 商工労働部 産業振興局 企業立地課 

            TEL ０９６－３３３－２３２９ 

≪別記様式【１】≫ 

玉名三ツ川産業団地分譲事前申込書 

令和   年   月   日 

（有）信栄不動産 様 

（玉名市商工政策課経由） 

                               住   所 

企 業 名 

代表者名                  印 

 

玉名三ツ川産業団地の分譲を希望しますので、玉名三ツ川産業団地募集要領の内容を了承の上、

関係書類を添えて申し込みます。 

 

 

 

添付書類 

① 企業及び事業計画概要書（別紙） 

② 定款又は規約の写し 

③ 法人登記簿謄本（登記事項全部証明書） 

【分譲希望区画】 

第１希望 区画番号  面積            ㎡ 

第２希望 区画番号  面積            ㎡ 

第３希望 区画番号  面積            ㎡ 

※複数区画を希望する場合は、区画番号欄に希望区画を全て記入のこと 
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④ 会社概要（会社案内、パンフレット等） 

⑤ その他開発事業者又は玉名市が必要と認める書類 

 

 

【担当者連絡先】 

部署  役職  氏名  

電話  FAX  E‐Mail  

 

 

 

（別紙） 

企業及び事業計画概要書 

令和  年  月  日現在 

企業名  

代表者氏名  

本社所在地  

設立年月      年      月 資本金 万円 

主な事業内容 

 

 

（業種：              ）  （主要製品：              ） 

営業拠点等 

（工場・支店等） 
 

役員・従業員数 

役員数 正規従業員数 非正規従業員数 

         人              人             人 

新工場等の名称  

立地に伴う投下固定資産総額（予定） 

土地 千円 

家屋 千円 

償却資産 千円 
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立地に伴う新規雇用従業員総数（予定） 
正規       人 （うち市内居住者      人） 

非正規      人 （うち市内居住者      人） 

建設予定

施設等 

施設名 構造 建築面積（予定） 延床面積（予定） 

  ㎡ ㎡ 

  ㎡ ㎡ 

  ㎡ ㎡ 

建設着工時期（予定） 年    月 建設竣工時期（予定） 年    月 

工場等操業開始時期（予定）         年       月       日 

≪別記様式【２】≫ 

玉名三ツ川産業団地分譲申込書 

令和   年   月   日 

（有）信栄不動産 様 

（玉名市商工政策課経由） 

                               住   所 

企 業 名 

代表者名                  印 

 

玉名三ツ川産業団地の分譲を希望しますので、玉名三ツ川産業団地募集要領の内容を了承の上、

関係書類を添えて申し込みます。 

 

 

 

添付書類 

①企業概要書（様式第１） 

②事業計画概要書（様式第２） 

③定款又は規約 

【分譲希望区画】 

第１希望 区画番号  面積            ㎡ 

第２希望 区画番号  面積            ㎡ 

第３希望 区画番号  面積            ㎡ 

※複数区画を希望する場合は、区画番号欄に希望区画を全て記入のこと 
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④法人登記簿謄本（登記事項全部証明書） 

⑤直近１年間の納税証明書（国税、県税、市税について滞納のない証明書等） 

⑥直近３期分の決算関係書類（賃借対照表、損益計算書） 

⑦工場等配置計画書（工場等建物等を示す概略図） 

⑧会社概要（会社案内、パンフレット等） 

⑨その他開発事業者又は玉名市が必要と認める書類 

 

【担当者連絡先】 

部署  役職  氏名  

電話  FAX  E‐Mail  

（様式第１） 

企業概要書 

 

令和  年  月  日現在 

企業名  

代表者氏名  

本社所在地  

設立年月       年      月 資本金 万円 

主な事業内容  

業種 

（産業分類中分類） 

 

（            ） 
主要製品  

営業拠点等 

（工場・支店等） 
 

役員・従業員数 
役員数 正規従業員数 非正規従業員数 

         人              人             人 

親子会社・系列会社  
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主要取引先 

企業名    

比率            ％            ％             ％ 

業績 

（最近 

３年分） 

決算期 売上高 経常利益 純利益 

  年  月期 千円 千円 千円 

  年  月期 千円 千円 千円 

  年  月期 千円 千円 千円 

国や自治体の認証を受

けている制度等（ＩＳＯなど） 
 

（様式第２） 

事業計画概要書 

１．事業計画 

新工場等の名称  

立地に伴う投下固定資産総額（予定） 

土地 千円 

家屋 千円 

償却資産 千円 

立地に伴う新規雇用従業員総数（予定） 

【６．従業員計画の新規雇用の合計数】 

正規       人  （うち市内居住者        人） 

非正規     人  （うち市内居住者        人） 

建設予定 

施設等 

施設名 構造 建築面積（予定） 延床面積（予定） 

             ㎡            ㎡ 

             ㎡            ㎡ 

             ㎡            ㎡ 

建設着工時期(予定)     年    月 建設竣工時期（予定）    年    月 

機械設備等 

設備 台数 備考 
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新工場等操業開始時期（予定）           年     月     日 

建設予定施設 

での主要製品 

主要製品名 数量 金額 

 ／年 千円／年 

 ／年 千円／年 

 ／年 千円／年 

 ／年 千円／年 

用水等の概要 
用水使用量 排水量 電力 

㎥／日 ㎥／日   ｋｖ 

２．特記事項 

①玉名三ツ川産業団地に立地を希望する理由     ※記入欄が不足する場合は別紙に記載してください 

 

 

②分譲地で行う事業内容と工場等建設計画工程    ※記入欄が不足する場合は別紙に記載してください 

 

 

③市内産業振興、地域振興への貢献（市内産業の発展への寄与、市内産業への波及効果、地域貢献

への取り組み、地域住民への配慮等について特記すべき事項を記入してください）  
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                                   ※記入欄が不足する場合は別紙に記載してください 

 

 

④周辺の景観・環境等への配慮（周辺の景観・環境への配慮、交通対策及び公害防止・環境保全への

取り組み等について特記すべき事項を記入してください） 

※記入欄が不足する場合は別紙に記載してください 

 

 

３．資金調達計画 

充当先 

調達先 
土地 建物・機械等 計 備 考 

自己資金 千円 千円 千円  

借入金 千円 千円 千円  

その他 千円 千円 千円  

合計 千円 千円 千円  

 

４．土地利用計画   （土地面積：            ㎡） 

利 用 目 的 面 積 敷地に対する割合 備 考 

工 工場建物 生産施設 ㎡ ％ 建物延べ面積
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場

等

施

設 

その他 ㎡ ％ の敷地面積に

対する割合 

       ％ 
工場建物以外の

建物 

事務所 ㎡ ％ 

倉庫 ㎡ ％ 

その他 ㎡ ％ 

小  計 ㎡ ％  

公害防止施設 ㎡ ％  

環境施設（緑地等） ㎡ ％  

そ

の

他 

駐車場 ㎡ ％  

通路 ㎡ ％  

その他 ㎡ ％  

合   計 ㎡ ％  

５．周辺環境への影響、対策 

影響項目 対象施設・種類等 数値・数量 対策設備、処理・防止方法等 

交通 
通勤用車両 ：     台／日 

事業用車両 ：     台／日 
 

水質    

大気    

騒音    

振動    

臭気    

廃棄物    

その他    

 

６．従業員計画 

    年度 

区分 
初年度 ２年度 ３年度 ４年度 ５年度 合 計 

従業員総数 

（うち市内居

住者数） 

      人 

（     人） 

      人 

（     人） 

      人 

（     人） 

      人 

（     人） 

      人 

（     人） 

      人 

（     人） 

新

規

正規 

（うち市

 

      人 

 

      人 

 

      人 

 

      人 

 

      人 

 

      人 
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雇

用

従

業

員

数 

内居住

者数） 

（     人） （     人） （     人） （     人） （     人） （     人） 

非正規 

（うち市

内居住

者数） 

 

      人 

（     人） 

 

      人 

（     人） 

 

      人 

（     人） 

 

      人 

（     人） 

 

      人 

（     人） 

 

      人 

（     人） 

合 計 

（うち市内居

住者数） 

      人 

（     人） 

      人 

（     人） 

      人 

（     人） 

      人 

（     人） 

      人 

（     人） 

      人 

（     人） 

※玉名三ツ川産業団地に建設する事業所における従業員数（予定）を記入してください。 

 

 

 


